


【国保】

E-10 写真診断⑦

《令和３年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、処置又は手術の算定がない、同月又は連月の複数回の歯科

パノラマ断層撮影の算定を認めない。

○ 取扱いの根拠

最初に撮影した歯科パノラマ断層撮影の画像情報と、処置又は手術を行

わずに同月又は連月で撮影した歯科パノラマ断層撮影の画像情報とを比

較した場合に、後者の撮影で新たに得られる情報は少ないことから、本撮

影を複数回行う必要性は乏しいと考えられる。

○ 留意事項

新たに傷病が発生した場合や、処置又は手術後の経過を観察する場合に

行われた同月又は連月の複数回の歯科パノラマ断層撮影は、事例ごとに判

断する必要があると考えられる。


